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＜要望事項＞ 

公益社団法人日本看護協会（会長：福井ト

シ子、会員 76 万人）は 7 月 8 日、加藤勝信

厚生労働大臣に、新型コロナウイルス感染症

に関する保健所の体制整備および職員への

慰労金の支給に関する要望書と、医療機関や

訪問看護ステーションへの経営支援を求め

る要望書をそれぞれ提出しました。

■保健所の体制整備及び保健所等に勤

務する職員への慰労金の支給について

 保健所は、地域の健康危機管理の拠点とし

て位置付けられていますが、地域保健法施行

後、保健所数は半減しています。また、近年、保健師の業務内容や活動領域が拡大する

中で、保健所保健師数は横ばいとなっています。新型コロナウイルス感染症の影響で業

務が増大し、保健所の体制維持に困難が生じた自治体もあり、保健所の体制整備につい

ては 6月 19日、「今後を見据えた保健所の即応体制の整備に向けた指針」で具体的に示

されました。これを受け、福井会長と鎌田久美子常任理事は、第 2波に向けて保健所等

に勤務する職員の人材確保や設備などの体制整備について、指針に示された内容が実現

されるよう働き掛けを求めました。 

さらに、第 2次補正予算において、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

の給付が決定しましたが、保健所等に勤務する保健師をはじめとする職員は含まれてお

らず、感染症対策業務に取り組み、地域医療体制の維持に貢献した保健所等に勤務する

保健師をはじめとする職員も慰労金支給の対象とすることを要望しました。 

新型コロナウイルス感染症関連で厚労大臣に要望 

保健所の体制整備や医療機関等への支援を 

1．保健所等に勤務する職員の確保や設備などの体制整備 

2．保健所等に勤務する保健師をはじめとする職員への慰労金の支給 

加藤厚労大臣に要望書を手渡す 
福井会長（左）と鎌田常任理事（右） 
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＜要望の要旨＞ 

看護職をはじめとする医療従事者の処遇悪化を防ぎ、雇用を維持できるよう、

第 2次補正予算の予備費の活用はもとより、基本診療料等の診療報酬や訪問看

護療養費等の大幅な引き上げを要望する。 

 

 

■新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた医療機関及び訪問看護ステー

ションへの経営支援に関する要望書 

 新型コロナウイルス感染症患者の対応にあたった医療機関については、診療報酬上の

臨時的な対応がなされていますが、他の患者の受け入れ制限などにより減収・減益が起

きています。また、対応していない医療機関でも、患者数の減少や感染症対策のコスト

増により経営状況が悪化しており、訪問看護ステーションにおいても、新型コロナウイ

ルスの感染拡大により、同様の状況が見られます。 

 第 2次補正予算では、経営支援のための対策も行われていますが、感染の終息時期が

見通せない中で看護職の処遇悪化が懸念されます。こうした状況について、福井会長は

「看護職の離職や医療崩壊につながりかねない。非常に強い危機感を持っている」と述

べ、地域医療を守るため、医療従事者の雇用を維持し、必要な医療機能を確保する観点

から、第 2次補正予算の予備費の活用および基本診療料等の診療報酬や訪問看護療養費

等の引き上げを要望しました。 

加藤厚労大臣は「頑張った方に報いることができるよう、状況を見ながら、必要な場

合には追加の支援も検討したい」と話しました。 

 

 

 

 

 
 

報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会

にご紹介いただきますようお願い申し上げます。 

 



厚生労働大臣

加藤勝信殿

保健所は、地域における健康危機管理の拠点として位置づけられているが、地

域保健法施行後、保健所数は半減している。また、保健師の業務内容および活動

領域が拡大する中で、保健所保健師数は横ばいのままであり、自治体間での格差

も大きい。 1保健所当たりの保健師配置数をみると最も少ない自治体は 3.9 人

となっている。

このような中、今回の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い保健所業務が増

大したことで、保健師一人当たりの業務負荷も増大し、保健所の体制維持に困難

が生じた自治体もある。実際に、保健所の職員の中には、1か月に 100時間以上

の時間外労働をせざるを得なかった者もいたと報道されている。今後想定され

る新型コロナウイルス感染症の第 2 波に向け迅速に対応するため、保健所等に

勤務する職員の確保や設備などの体制整備を要望する。

保健所の体制整備及び保健所等に勤務する

職員への慰労金の支給について

公益社団法人

会 長

令和2年7月8日

記

日本看護協会

福井トシ

また、新型コロナウイルス感染症対応のための第 2 次補正予算において、新

型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金の給付が決定したが、保健所等

に勤務する保健師をはじめとする職員は含まれていない。

保健所では、症状等がある住民からの相談対応やPCR検査、患者移送、入院の

調整、感染者の行動履歴等の疫学調査など、新型コロナウイルス患者及び感染の

疑いのある者への対応などの業務に取り組み、地域医療体制の維持に貢献して

いる。よって、保健所等に勤務する保健師をはじめとする職員も慰労金支給の対

象とすることを要望する。

:・^

^^

1 保健所等に勤務する職員の確保や設備などの体制整備

2 保健所等に勤務する保健師をはじめとする職員への慰労金の支給
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厚生労働大臣

加藤勝信殿

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた

医療機関及び訪問看護ステーションへの経営支援に関する要望書

新型コロナウイルス感染症患者の対応にあたった医療機関については、診療

報酬上の臨時的な対応がなされているが、新型コロナウイルス感染症以外の患

者の受け入れ制限等により、減収減益がおきている。また、新型コロナウイルス

感染症患者の対応を行っていない医療機関においても患者の減少や感染症対策

のコスト増大等により、経営状況が悪化している。同様に、訪問看護ステーショ

ンにおいても、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、減収減益がおきてい

る。

第 2 次補正予算では、経営支援のための対策が打ち出されているが、感染の

終息時期が見通せない中では、持続的な財政支援がないかぎり経営の安定化は

望めず、医療機関及び訪問看護ステーションに勤務する看護職の処遇悪化が懸

念される。現に、財務的苦境から職員の減給、賞与減額等が計画されている施設

があり、看護職の離職や地域の医療崩壊が危恨される。地域医療を守るためには、

医療従事者の雇用を維持し、地域において必要な医療機能を確保することが求

められる。

そのため、看護職をはじめとする医療従事者の処遇悪化を防ぎ、雇用を維持で

きるよう、第 2 次補正予算の予備費の活用はもとより、基本診療料等の診療報

酬や訪問看護療養費等の大幅な引き上げを要望する。

長護日
公益社団法人口杢看護協会聖棚南

会長福井トシ
膚言

令和2年7月8日

以上


